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令和７年 第９回 高鍋町農業委員会 総会 議事録 

 

１．開催日時  令和７年 ９月２９日（月）午後２時から 

２．開催場所  高鍋町役場 第３会議室 

３．出席委員  農業委員         ７名 

      農地利用最適化推進委員  ６名 

  農業委員 

   １番  橋口 昌央  ２番  幸妻 正浩  ３番  上野 光正 

   ５番  松井 正一郎 ６番  永友 薫   ７番  坂元 洋子 

   会長  坂本 弘志 

  農地利用最適化推進委員 

   １番  宮越 美秋  ２番  久保田 伸博 ３番  山本 浩司 

   ５番  小原 拓也  ７番  坂本 幸   ８番  加藤 重利 

 

４．議事日程 

 第１  議事録署名委員及び会議書記の指名 

 第２  会期の決定（別記のとおり） 

 第３  諸報告 

 第４  議案第４６号  農地移動適正化あっせん事業について 

 第５  議案第４７号  農地法第３条の規定による許可申請について 

 第６  議案第４８号  農用地利用集積等促進計画の承認について 

 

５．事務局職員  事務局長  杉 英樹   事務局長補佐  小澤 宏之 

         係  長  金城 朋子  主  査    𠮷田 竜人 

 

（開会１４時００分） 

 

［事務局］ 

では、会議の進行を坂本会長、よろしくお願いいたします。 

 

［議長］ 

それでは、ただいまから令和７年第９回高鍋町農業委員会総会を開会いたし

ます。 

これから、本日の会議を開きます。 

本日は、農業委員は７名が出席です。 
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農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、総会は成立してお

ります。 

農地利用最適化推進委員は、６名が出席です。 

本日は、高鍋町農業委員会会議規則第１１条の規定に該当する案件がござい

ます。 

議案討論の際に申しあげますので、よろしくお願いいたします。 

 

これより議事に入ります。 

日程番号１、議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。 

高鍋町農業委員会会議規則第１２条第１項の規定による議事録署名委員につ

きましては、議長指名とさせていただきます。 

本日の議事録署名委員には、６番、永友薫委員、７番、坂元洋子委員を指名

いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局職員の小澤宏之局長補佐を指名いたしま

す。 

 

日程番号２、会期の決定につきましては、別記のとおり、本日９月２９日、

月曜日の１日間といたします。 

 

日程番号３、諸報告を事務局に求めます。 

 

［事務局］ 

２ページを御覧ください。 

まず、９月の業務報告について、でございます。 

２日から１１日まで「農地利用状況調査」を行っていただきました。 

詳細については、２ページの中段に書いているとおりの日程で、行っていた

だいた形になります。 

３日に「農地買入協議（特例事業）」を行っております。 

４日から２２日まで「高鍋町議会 定例会」が開催され、一般質問で中村議

員から会長が質問を受け、答弁しております。 

同じく４日に「みやざき農業委員会女性ネットワーク令和７年度総会及び第

１回研修会」が予定されておりましたけど、台風等の影響により中止となって

おります。 

総会につきましては、書面議決となりましたので、研修会は、今回は中止と

いうことで、連絡をいただいております。 
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１６日に「農業会議の巡回」が行われております。 

 

９月の総会関係になります。 

２２日と２４日に現地調査を行いまして、本日２９日が総会となっておりま

す。 

総会終了後には、「農業者年金加入推進研修会」と、その後に農業振興公社

によります、「農地中間管理機構の事業説明」を行いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

続きまして、１０月の業務計画です。 

３日に先ほど話しました、西都児湯市町村農業委員会連絡協議会の「創立６

０周年の集い」を開催します。 

詳細については、お手元に配付しておりますとおりになります。 

県内で、この協議会の連絡協議会が活動しているのは、児湯郡だけというこ

とになっているようです。早くから無くなっているところが多いようです。 

今回６０周年という記念で、協議会全体での行事を計画したところでございま

す。 

２２日に、毎年参加をしていただいておりました「農業委員・農地利用最適

化推進委員全体研修会」が宮崎で開催されますけども、翌日から高鍋町独自で

の先進地視察研修を計画しておりますので、今回は全員不参加という形でとっ

ております。 

２３、２４日が今言いました「先進地視察研修」になります。 

行き先は、鹿児島県鹿屋市の農業委員会と、宮崎県串間市の農業委員会にな

っております。 

詳細の日程等につきましては、担当の𠮷田から後ほど、お話があるかと思い

ます。 

 

１０月の総会関係ですけども、２１日に現地調査で、２８日が総会となって

おります。 

総会終了後に「農業経営改善等対策会議」がありますので、よろしくお願い

いたします。 

業務報告と計画は、以上です。 

 

続いて、県進達経過報告をいたします。 

令和７年８月２８日、木曜日、農業委員会総会承認分です。 
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農地法第５条申請、譲受人、○○○○と譲渡人、○○○○の駐車場、資材置

場、家庭菜園の件は、９月１０日付けで許可となっています。以上です。 

 

４ページをお開きください。 

「農地法第３条の３（相続等による権利移動）」につきましては 

１番 所在  大字○○字○○＊＊＊＊番 

田 ６５１㎡ ほか２筆 計１，４２１㎡ 

所有者 ○○○○ 

届出人 ○○○○ 

 

の１件で、所有権移転による相続となっております。以上です。 

 

５ページをお開きください。 

「農地法第１８条の規定による合意解約の通知について」です。 

１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 畑 ほか２筆 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 畑 ほか２筆 

貸付人   ○○○○ 

借受人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ほか１筆 

貸付人   ○○○○ 

借受人   ○○○○ 

 

６ページになります。 

４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 畑 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

５番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ほか１筆 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 
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６番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ほか１筆 

貸付人   ○○○○ 

借受人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

７番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 畑 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

 ８ページになります。 

８番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 畑 

貸付人   ○○○○ 

借受人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

続きまして、９ページになります。 

「農業経営基盤強化促進法による使用貸借契約の合意解約届出書について」で

す。 

１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 畑 

貸付人   ○○○○ 

借受人   ○○○○ 

 

以上です。 

 

［議長］ 

ただいまの報告、２ページから９ページについて、御意見、御質問はござい

ませんか。 

それでは、質問等がないようですので、以上で諸報告を終わります。 

 

日程番号４、議案第４６号「農地移動適正化あっせん事業について」を議題

とします。 

農地移動適正化あっせん事業実施要領９のアの規定による申出について、事

務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１０ページをお開きください。 

議案第４６号「農地移動適正化あっせん事業について」です。 
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１番 令和７年８月２１日 貸渡しの申し出です。 

申出者   ○○○○ 

農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ９１３㎡ ほか２筆 

 

２番 令和７年８月２９日 売渡し及び貸渡しの申し出です。 

申出者   ○○○○ 

農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 １，０９２㎡ ほか２筆 

 

３番 令和７年９月４日 売渡しの申し出です。 

申出者   ○○○○ 

農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 畑 １，２２８㎡ 

 

申し出のそれぞれの地図について、１１ページから２０ページに記載してお

ります。 

以上、この申し出につきまして、あっせん委員の指名をお願いいたします。 

 

［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは、あっせん委員の指名をいたします。 

１番 貸渡し申し出       担当委員 ３番 山本 浩司 推進委員 

順番委員 １番 宮越 美秋 推進委員 

 

２番 売渡し及び貸渡し申し出  担当委員 ２番 久保田伸博 推進委員 

順番委員 ７番 坂本 幸  推進委員 

 

３番 売渡し申し出       担当委員 ８番 加藤 重利 推進委員

順番委員 ５番 小原 拓也 推進委員 

 

よろしくお願いします。 

 

日程番号５、議案第４７号「農地法第３条の規定による許可申請について」

を議題とします。 

１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 
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［事務局］ 

はい、２１ページをお開きください。 

議案第４７号「農地法第３条の規定による許可申請について」です。 

１番 所有権移転 無償 

所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

畑 ５，４１６㎡ ほか２筆 計１０，８３６㎡ 

渡し人 ○○○○ 

受け人 ○○○○ 

 

この件につきまして、担当委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

７番。 

 

［７番］ 

はい。７番、説明します。 

○○○○さんから、○○○○さんへの無償の所有権移転です。 

現地は、○○から○○を右折して高架下を過ぎ、直進した左側に○○が栽培

されている畑です。 

申請地の目的は、○○○○さんが高齢になり、○○○○さんに農業経営の改

善、維持、拡大のため贈与されるということです。 

○○○○さんは、主に○○において、水稲、○○を栽培されていて、農業に

従事しており、今後支障はないと思われます。以上、説明を終わります。 

 

［議長］ 

推進委員から補足することがありましたらお願いします。 

推進委員５番。 

 

［推進委員５番］ 

はい、５番。 

坂元委員の意見に、付け加えることはありません。以上です。 

 

［議長］ 

事務局から補足することがありましたらお願いします。 
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［事務局］ 

はい、２９ページをお開きください。 

農地法第３条調査書を付けております。 

農地法第３条第２項各号に該当していないため、許可要件を満たしていると

考えられます。 

本件の権利取得により、周辺の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に、

支障は生じないものと考えられます。以上です。 

 

［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

本件、原案のとおり許可することに、賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。 

よって本件は、原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 

２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

２番 所有権移転 無償 

所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 １，９９３㎡ ほか９筆 計２６，７９２㎡ 

渡し人 ○○○○ 

受け人 ○○○○ 

 

この件につきまして、担当委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

２つの区域に跨っていますが、代表して説明をお願いいたします。 

６番。 

 

［６番］ 

はい。６番、説明いたします。 

先ほど会長から説明がありましたとおり、大字○○字○○＊＊＊＊番＊、＊

＊＊＊番＊に関しましても、私の方で説明させていただきます。 

譲渡人、○○○○さんから、譲受人、○○○○さんへの農地法第３条による
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所有権移転の申請です。 

申請地は、高鍋町大字○○字○○＊＊＊＊番＊、ほか９筆で、面積は合計２

６，７９２㎡となっています。 

場所に関しましては、３１ページから３９ページにかけて、字図や地番図が

付いておりますので、御確認ください。 

譲渡人の○○○○さんは、１００歳と御高齢で、息子である○○○○さんへ

の親子間での贈与であり、無償となっております。 

○○○○さんは、主に○○地区で水稲や露地野菜を栽培されており、まだま

だ意欲的に農業をされています。 

申請地は、これまでも○○○○さんがきれいに耕作されていて、現状も現地

を確認して回りましたが、田に関しては水稲やＷＣＳの後が、少し草が生えて

きてはいましたが、きちんと耕運されていました。畑に関しても、きれいに耕

運されていました。 

以上のことから、この申請に関しまして、特に問題はないと考えられます。

説明は以上です。 

 

［議長］ 

推進委員から補足することがありましたらお願いします。 

推進委員３番。 

 

［推進委員３番］ 

はい。永友委員の説明に、補足することはございません。以上です。 

 

［議長］ 

事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

はい、４０ページをお開きください。 

農地法第３条調査書を付けております。 

農地法第３条第２項各号に該当していないため、許可要件を満たしていると

考えられます。 

本件の権利取得により、周辺の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に、

支障は生じないものと考えられます。以上です。 
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［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

本件、原案のとおり許可することに、賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。 

よって本件は、原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 

日程番号６、議案第４８号「農用地利用集積等促進計画の承認について」を

議題とします。 

まず、所有権移転です。 

１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい、４１ページになります。 

１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 畑 ８，０５２㎡ 

譲渡人   ○○○○ 

譲受人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員８番。 

 

［推進委員８番］ 

はい。８番、説明いたします。 

○○○○さんから、宮崎県農業振興公社さんへの有償移転です。 

これは、県の農業振興公社さんの特例事業、分割タイプとなります。 

所有者の農地を公社が買入れ、買い手が分割払いにより購入します。 

申請地は、○○から○○方面へ５００ｍ行くと、町境の看板があり、そこの

十字路を左折して７、８００ｍぐらい行くと、左手に○○の○○があります。

そこを右折して８０ｍ行き、そこを左折１００ｍぐらい行った右手の農地にな

ります。 

現地を確認したところ、○○が植えてありました。 

価格は○○○○円です。以上です。 
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［議長］ 

事務局、担当推進委員の説明が終わりました。 

御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

１番の案件について、原案のとおり承認することに、賛成委員の挙手を求め

ます。 

挙手全員と認めます。 

よって１番の案件については、原案のとおり承認することに決定いたしまし

た。 

 

次に、貸借権設定です。 

１番から２番まで２件の案件につきましては、受け人が小原拓也推進委員、

本人である案件でありますので、高鍋町農業委員会会議規則第１１条の規定に

より、小原拓也推進委員は、この案件に関する議事に参与することができませ

ん。 

小原拓也推進委員は、退室をお願いします。 

 

【小原拓也推進委員 退室】 

 

それでは、１番から２番まで２件の案件について、順次、説明を行った後

に、一括して採決したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

それでは、異議がないようですので、順次、説明を行った後に、一括して採

決することといたします。 

１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい、４２ページをお開きください。 

１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか３０筆 計５７，１７３．７２㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   小原 拓也 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

 



12 

 

［議長］ 

区域が違いますので、それぞれで説明をお願いします。 

最初に推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

はい。７番、説明いたします。 

農地中間による貸借権の設定です。 

○○○○さんから、公社を介して小原拓也さんに親子間での使用貸借の契約

です。 

小原さんは、水稲、甘藷、ゴボウ、干し大根などを生産されている認定農業

者です。 

まず、○○○○＊＊＊＊番＊、３０４㎡、ほか７筆で２，６４１㎡から説明

します。 

申請地は、○○線の県道を○○方面に向かうと、○○から１００ｍぐらいの

ところに、○○に架かる○○橋があります。渡るとすぐ右側に、周りを田んぼ

に囲まれた○○があり、そこから西に１４０ｍから１５０ｍぐらいのところの

田んぼです。 

現地は、収穫後の雑草が生えていました。 

期間は５年で、賃料は発生していません。以上です。 

次に、○○字○○＊＊＊＊番＊の１，６０３㎡、ほか３筆の田んぼです。 

申請地は、○○から○○線を○○方面に向かうと、宮交のバス停がありま

す。その前から南西に広がる田んぼです。 

現地を確認したところ、再生不能と思われる荒れ地でした。 

使用貸借により、賃料は発生していません。 

期間は５年です。以上です。 

 

［議長］ 

続きまして、７番。 

 

［７番］ 

はい。７番、説明します。 

○○○○さんから、公社を通して小原拓也さんへの親子間での使用貸借契約

です。 

場所は、○○、○○、○○です。 

大字○○字○○＊＊＊＊番＊から＊＊＊＊番＊の６筆は、○○線の○○を北



13 

 

へ２０ｍ入ったところにまとまってあり、甘藷が植えてありました。 

大字○○字○○＊＊＊＊番＊と＊＊＊＊番＊の２筆は、○○線沿いの○○か

ら東へ１０ｍ、道路から下がった田んぼで、水稲が収穫された後でした。 

大字○○＊＊＊＊番＊から＊＊＊＊番＊の８筆は、○○線から○○の反対方

向、南へ１００ｍ、小原拓也さんの家の周りにあり、苗床がありました。 

大字○○＊＊＊＊番＊から＊＊＊＊番＊の３筆は、○○線沿いにある○○の

反対方向、南へ３０ｍ進んだところに３筆あります。 

甘藷が植えてありました。 

小原さんは、甘藷、ゴボウ、大根などを生産される認定農業者です。 

期間は５年で、金額は親子間なので無償です。以上です。 

 

［議長］ 

２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい、４４ページをお開きください。 

２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

畑 ほか２筆 １０，１０１㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   小原 拓也 

 

担当の委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

７番。 

 

［７番］ 

はい。７番、説明します。 

○○○○さんから、公社を通して小原拓也さんへの親子間での使用貸借で

す。 

場所は○○、○○です。 

現地は、○○へ向かう道路を○○に向かい、○○の下の道路を東へ５０ｍの

ところに、○○＊＊＊＊番が１筆、そこから１００ｍ東へ進んだところに＊＊

＊＊番＊と＊＊＊＊番＊、２筆が１枚になってあります。 

ロータリーがかけてありました。 
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期間は５年で、金額は親子間なので無償です。以上で説明を終わります。 

 

［議長］ 

事務局、担当推進委員の説明が終わりましたが、御意見、御質問はございま

せんか。 

 

［５番］ 

いいですか。 

 

［議長］ 

はい、どうぞ。 

 

［５番］ 

１番の案件で、字○○＊＊＊＊番＊、現況が宅地になっていますが、現在も

宅地の状態なのでしょうか。 

 

［事務局］ 

登記簿が宅地で、現況が畑です。 

別に問題ないです。 

 

［５番］ 

分かりました。 

 

［議長］ 

そのほか、何か質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

１番から２番まで２件の案件について、一括して採決することといたしま

す。 

１番から２番まで２件の案件について、原案のとおり承認することに、賛成

委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。 

よって１番から２番まで２件の案件については、原案のとおり承認すること

に決定いたしました。 

 

小原拓也推進委員は、席へお戻りください。 
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【小原拓也推進委員 入室】 

 

それでは、次の３番から１３番まで１１件の案件について、順次、説明を行

った後に、一括して採決したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

それでは、異議がないようですので、順次、説明を行った後に、一括して採

決することといたします。 

 

３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 畑 ８９９㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員８番。 

 

［推進委員８番］ 

はい。８番、説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへの公社を介しての継続のための賃借再契

約です。 

申請地は、○○から左に行きますと、○○があります。そこから南に３００

ｍぐらい行くと突き当りになり、左角の農地になります。 

○○○○さんは、白菜、キャベツ、水稲などを生産される認定農業者です。 

現地を確認したところ、少し草が生えていましたが、耕運してありました。 

期間は５年で、賃借料は１０ａ当たり年間○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

４番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 
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［事務局］ 

４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

田 ほか３筆 計１，３１３㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

はい。７番、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を介して○○○○さんに前回契約の終期に伴う継続

の賃貸借の申請ですが、未相続農地であり、相続人代表の○○○○さんとの契

約です。 

申請地は、○○の県道を○○方面に向かうと、○○に架かる○○橋があり、

渡った右側に○○があり、すぐ北側に大字○○字○○＊＊＊＊番＊、ほか１

筆。 

そこから北に１０ｍぐらいのところに○○字○○＊＊＊＊番から＊＊＊＊番

の田んぼがありました。 

いずれもロータリーがかけてありました。 

期間は５年で、１０ａ当たり籾で○○ｋｇです。以上です。 

 

［議長］ 

５番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

５番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか１４筆 計６，３４４㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 
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［議長］ 

推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

はい。７番、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を介して○○○○さんへの賃貸借の契約です。 

○○○○さんは、水稲、甘藷などを生産されている認定農業者です。 

申請地は、○○に架かる○○橋を西に渡った右側に、田んぼに囲まれた○○

があります。その周りに広がる○○字○○＊＊＊＊番＊、１８５㎡、ほか１４

筆で６，３４４㎡の田んぼです。 

現地を確認したところ、きれいにロータリーがかけてありました。 

期間は５年で、年間１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

６番の案件について、事務局より議案の説明お願いします。 

 

［事務局］ 

６番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

田 ほか１筆 計２，７４１㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

はい。７番、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を介して○○○○さんへ賃貸借の契約です。 

○○○○さんは、飼料作物、千切り大根、ナスなど生産されています。 

申請地は、○○の前の県道を東に進むこと、○○に架かる○○橋がありま

す。橋を渡ったすぐ南に入る農道があり、進むこと１８０ｍぐらいのところの

右側に広がる２筆の田んぼです。 

草が刈ってありました。 
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手前は全部、○○○○さんが飼料稲を植えて作っておられます。 

期間は５年で、年間１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

７番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

７番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 畑 １，４０３㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

はい。７番、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を介して○○○○へ終期に伴う継続での賃貸借の契

約です。 

○○○○さんは、○○を生産されている認定農業者です。 

申請地は、○○の工場の前の町道を東に進むと、北に向かう農道があり、進

むこと１００ｍぐらいの右側です。○○の一角の１枚です。 

○○が植えてありました。 

期間は５年で、年間１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

８番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

８番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ９１６㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 
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［議長］ 

推進委員１番。 

 

［推進委員１番］ 

はい。１番、説明します。 

○○○○さん、ほか２名から、○○○○さんへの公社から農地中間管理機構

を使っての利用権貸借です。 

申請地は、○○交差点の左側に農道がございます。すぐ隣は○○なのですけ

ども、そこの間を○○に向けて３００ｍほど行ったところの左側に大排水があ

るのですけども、それを間に入れた左側にございます。すぐ堤防下になるので

すけども、現状は草が生えていました。 

○○○○さんは、水稲、飼料稲などを栽培される認定農業者でございます。 

期間は５年で、賃借料は１０ａ当たり○○○○円だそうです。以上です。 

 

［議長］ 

９番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい、４８ページになります。 

９番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか１筆 計１１，０５４㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員３番。 

 

［推進委員３番］ 

はい。３番、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を介して○○○○さんへの前回契約の終期に伴う継

続案件で、賃貸借契約です。 

○○○○さんは、水稲、○○、白菜、キャベツなどを生産されています。 

申請地の＊＊＊＊番＊は、○○の五差路を○○方面へ向かって、1つ目を左
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折して、右側の２枚目の農地です。 

＊＊＊＊番は、○○の坂をずっと上って行き、上りきる直前に右折して入っ

た先にある農地です。 

現地を確認したところ、＊＊＊＊番は奥の方に○○が植えてあり、手前の方

は耕運されていました。 

＊＊＊＊番＊は、稲刈り後そのままで、少し草が伸びている状態でした。 

期間が５年で、１０ａ当たり○○○○円とのことです。以上です。 

 

［議長］ 

１０番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１０番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

畑 ほか２筆 計９，６４６㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員３番。 

 

［推進委員３番］ 

はい。３番、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を介して○○○○さんへの前回契約の終期に伴う継

続案件で、賃貸借契約です。 

申請地は、○○と○○の間に並んで３筆ある農地です。 

現地を確認したところ、一部にサトイモ、ナス、ショウガ、ミニトマトが植

えられてあり、そのほかは耕運してありました。 

期間は５年で、１０ａ当たり○○○○円とのことです。以上です。 

 

［議長］ 

１１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 
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［事務局］ 

１１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

畑 ほか１筆 計４，０００㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員３番。 

 

［推進委員３番］ 

はい。３番、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を介して○○○○さんへの前回契約の終期に伴う継

続案件で、賃貸借契約です。 

申請地は、○○から東へ７００ｍ進み、突き当たりを右折し２５０ｍ先を右

折、１００ｍほど進んだ左側の農地とその西隣にある農地です。 

現地を確認したところ、キャベツが植えられているところと、耕運されてい

るところがありました。 

期間が５年で、１０ａ当たり○○○○円とのことです。以上です。 

 

［議長］ 

１２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

畑 ３，３４５㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員３番。 
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［推進委員３番］ 

はい。３番、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を介して○○○○さんへの賃貸借契約です。 

○○○○さんは、キャベツ、白菜などを生産される認定農業者です。 

申請地は、○○線を○○方面へ坂を上って行き、右側の民家手前を右折しす

ぐ右折、そのまま道なりに進み２つ目の筋道を左折して、左側３枚目の農地で

す。 

現地を確認したところ、キャベツが植えられていました。 

期間は５年で、１０ａ当たり○○○○円とのことです。以上です。 

 

［議長］ 

１３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 畑 ８，１２２㎡ 

渡し人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員３番。 

 

［推進委員３番］ 

はい。３番、説明いたします。 

公社から、○○○○さんへの賃貸借契約です。 

この案件は、農地中間での利用権設定がされていた案件の、耕作者変更で

す。 

○○○○さんの農地を、○○○○さんが耕作します。 

申請地は、先ほどの○○○○さんの農地の東隣の農地です。 

現地を確認したところ、キャベツが植えられていました。 

期間は５年で、１０ａ当たり○○○○円とのことです。以上です。 

 

［議長］ 

事務局、担当推進委員の説明が終わりましたが、御意見、御質問はございま
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せんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

３番から１３番まで１１件の案件について、一括して採決することといたし

ます。 

３番から１３番まで１１件の案件について、原案のとおり承認することに、

賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。 

よって３番から１３番まで１１件の案件については、原案のとおり承認する

ことに決定いたしました。 

 

ここで、一般社団法人全国農業会議所より、農業委員会の法令遵守の実施及

び今後の対応について、依頼がきております。 

誠に遺憾なことではありますが、今年度、農地利用最適化推進委員による農

地への不法投棄に伴う逮捕、起訴、農業委員会事務局職員による虚偽有印公文

書の作成などの不祥事が、続けて発生しております。 

行政委員会である農業委員会は、法令遵守による公正・公平な職務遂行、と

りわけ農地制度の適正執行に努めなければなりません。 

全国農業委員会会長大会では、令和２年以降毎年、全国組織運動の申し合わ

せで、鋼紀保持の取り組みの徹底を決議しております。 

つきましては、農業委員会の社会的役割の重大さを再認識し、同種の事案が

発生しないよう、毎年、総会等において、農業委員会の法令遵守綱紀保持の取

り組みの徹底を図る必要があります。 

そのために、別紙の「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議」を読み上げ

させていただき、決議に代えさせていただきたいと思います。 

それでは、読み上げさせていただきます。 

別紙の、「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議」を御覧ください。 

 

私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、農業者の公的な代表機関であ

る農業委員会組織の一員として、法令に則り適正に農地制度を運用し、農地利

用の最適化を実現する責務を負っている。 

特に、農地制度に基づく許認可に係る事務については、個人情報に接するこ

とも多く、公平・公正な運用はもちろんのこと、個人情報保護も徹底しなけれ

ばならない。 

私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、高い倫理観を持ち、法令遵守

を徹底するため、下記事項についてここに申し合わせ、決議する。 
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記 

 

１．農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法令に則り適正に農

地制度を運用すること。特に、農業委員会法第３１条の議事参与の制限、同第

３３条の議事録の公表を適切に実施して、農業委員会の議事の公正さを確保す

ること。 

 

２．農業委員、農地利用最適化推進委員としての高い倫理感を維持し、法令遵

守を徹底するための研修等を実施すること。 

 

ただいまの読み上げをもちまして、決議に代えさせていただきます。 

 

 令和７年９月２９日 高鍋町農業委員会 

 

それでは以上で、本日の議案の審議、すべてを終わりました。 

これをもちまして、令和７年第９回高鍋町農業委員会総会を閉会いたしま

す。 

 

（閉会１４時５２分） 


